
平成 17 年 9 月 30 日 

各 位 

株式会社 近畿大阪銀行 

 

本部組織の一部改正について 

 

株式会社近畿大阪銀行（社長 水田 廣行）は、平成 17 年 10 月 1 日付で下記のとおり、

本部組織の一部改正を実施いたします。 

 

記 

 

１．組織改正の狙い 

 

○ 今般の改正は、収益管理レベルの高度化とバーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）

への対応に一層注力していくための体制面強化を主な目的としております。 

 

２．組織改正の概要 

 

○ 総合企画部内に「収益管理室」を設置し、管理システムのレベルアップを含めた、

収益管理の高度化を図ってまいります。 

○ 総合企画部内に「バーゼルⅡ推進室」を設置し、バーゼルⅡ（新しい自己資本比率

規制）への対応の強化を図ってまいります。 

 

 以上の組織改正により、現行 14部・19 室（所・センター）から、14 部・21 室（所・

センター）へ変更いたします。 

 

３．改正の時期 

  平成 17 年 10 月 1 日（土） 
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